
1 

 

第９回投資等ワーキング・グループ 

議事録 

 

 

１．日時：平成29年２月24日（金）14:50～16:51 

２．場所：合同庁舎４号館２階共用第３特別会議室 

３．出席者： 

 （委 員）原英史（座長）、大田弘子（議長）、安念潤司、髙橋滋 

 （専門委員）村上文洋 

（政 府）羽深内閣府審議官 

 （事務局）田和規制改革推進室長、西川参事官 

 （有識者）A.T.カーニー 吉川氏 

      マルチメディア振興センター電波利用調査部研究主幹 飯塚氏 

 （総務省）総合通信基盤局電波部電波政策課 田原課長 

 （総務省）自治税務局市町村税課 池田課長 

 （文部科学省）生涯学習政策局情報教育課 磯課長 

 （文化庁）長官官房著作権課 水田課長、秋山課長補佐 

 

４．議題： 

  （開会） 

  議題１ 電波周波数の調整・共用 

  議題２ 税・社会保険関係事務のIT化・ワンストップ化 

  議題３ IT時代の遠隔教育 

  （閉会） 

 

５．議事概要: 

○西川参事官 それでは始めさせていただきます。「規制改革推進会議 第９回投資等ワ

ーキング・グループ」でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、御多用中、御出席をいただきまして本当にありがとう

ございます。 

 本日は、大田議長、安念委員にも御出席をいただいております。吉田座長代理、江田委

員、八代委員は所用により御欠席と伺っております。 

 それでは、ここからの進行は原座長、お願いいたします。 

○原座長 ありがとうございます。 

 早速、議題１「電波周波数の調整・共用」に入らせていただきます。 

 まず、この議題を取り上げる理由、背景でございますけれども、第４次産業革命、IoT技
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術の急速な進展などによって電波の利用が急速に増加をしている。特に2020年、東京オリ

ンピック・パラリンピックがございます。周波数の逼迫が深刻な課題になるのではないか

という指摘もあるわけでございます。従前から当規制改革推進会議へは、周波数の割り当

てに関して、さまざまなホットライン提案も寄せられています。こうした課題を早急に検

討していく上でも、まず全体の枠組みの話を議論していきたいということでございます。

特に海外では、こうしたニーズに対応して、政府用・公共用の周波数について共用再編と

いったことが日本よりも先行して積極的に進められているといった御指摘もあります。今

日は、こうした事情について有識者の方からのヒアリングをさせていただきたいと思って

おります。 

 また、この問題については総務省でも既に検討会、懇談会での議論が進められていまし

て、一定の取組がなされていると承知をしております。これは次回以降にまた総務省さん

からのお話も伺っていきたいと思っております。 

 本日は、お忙しい中を、A.T.カーニー株式会社のパートナーである吉川様、一般財団法

人マルチメディア振興センター電波利用調査部研究主幹の飯塚様にお越しいただいており

ます。お忙しい中大変ありがとうございます。また、総務省から総合通信基盤局電波部の

田原電波政策課長に御出席をいただいております。後ほどコメントをいただければと思っ

ております。 

 では、早速ですが、吉川様からまず御説明をお願いいたします。 

○吉川氏 A.T.カーニーの吉川と申します。本日はお時間をいただきまして、ありがとう

ございます。 

 私のほうの資料は、資料１－１でございます。１ページと書いたところを見ていただき

たいと思うのですが、今日、電波の有効利用について提案させていただく背景を述べてお

ります。言うまでもなく、皆さん、スマホとかタブレットをたくさん利用していらっしゃ

ると思いますが、今、時は第４次産業革命ということで、いろいろなものにインターネッ

トがくっつく。コネクテッドカーとか、ドローンとか、いろいろなものに通信モジュール

がくっつくという時代になってきております。そのおかげで、多分、通信トラフィックは

年間２～３割増えている状況でございます。従来のスマホももちろんこれからもますます

大容量化、高度化していきますので、周波数の需要はどんどん急増していくという時代で

ございます。 

 もう一つ、日本が抱えている大きなチャレンジは、東京オリンピックを2020年に迎える

ということでございますが、オリンピックというのは実は結構電波を使う時期でございま

す。放送用のカメラとか、マイクとか、例えばおもしろいのですがフェンシングというの

はセンサーの固まりみたいな競技でして、変に電波を使うとセンサーが誤作動してちゃん

と審判が判断できないというぐらい、最近のオリンピックは競技の面でもセンサーが必要

不可欠になってきております。 

 東京オリンピックが決まる前に、我々は実は2012年のロンドンオリンピックで何があっ
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たかというのをいろいろ聞く機会がございました。ロンドンオリンピックは2012年なので

すが、開催が決まったのは2005年で、この後に大きなイベントがあったのです。2007年に

iPhoneが発売になった。ロンドンオリンピックの組織委員会は、まさかスマホがこんなふ

うに普及するだろうとは思っていなかったのです。これは大変だと。みんながスマホを使

ってスタジアムで画像とかを見出したら大変なことになる。これをどうするかというのが

結構大きな議論になったわけでございます。 

 我々は、ちょうど３年ぐらい前にOfcomという日本で言う総務省さんに相当する機関に

いろいろインタビューする機会があったのですが、やはり周波数の捻出は大きな課題であ

ったということを担当の方がおっしゃっていました。普通は年間５万件ぐらい免許を出す

のですけれども、オリンピックのときには追加的に５万件ぐらい出したと。利用効率を高

めるために、有効期間が１日とか２日の免許も出しましたとか、それから、軍用の周波数

とかパブリックな周波数からも臨時に捻出して、この期間だけ周波数を貸してくださいと

いうようなことをやったということでございます。 

 では、東京オリンピック、ロンドンから８年後ということは何が起こるかなのですけれ

ども、多分、スマホはもっと皆さん当然利用しているようになるということと、いわゆる

4K、8Kで画像を見るというような時代が来ている。それから、今は2019年ぐらいに予定さ

れていますけれども、テレビ放送をネットで同時配信で見る。いわゆるワンセグではなく

て、携帯電話の電波を使ってスマホでテレビを見る。このようなことが可能になる。 

 それから、ほかにもワイヤレス給電といいまして、ケーブルを使わずに携帯電話のバッ

テリーが充電できるような技術なども多分投入されるとなると、それなりにちゃんと準備

しておかないと、周波数問題が2020年に大きな問題になる可能性があるということでござ

います。 

 ロンドンの場合は、なるだけトラブルが起こらないように枯れた技術でやろうとしてい

たのです。2012年ですが、2010年ぐらいの技術でやろうとしていたのですが、日本はぎり

ぎりまで最先端ので引っ張ろうとしているのですけれども、これは本当に大丈夫かなと思

うのです。電波については相当いろいろ考えておかないといけないということでございま

す。 

 裏のページに行きまして、２ページ、各国がどういう対応をしているかということなの

ですが、特にアメリカ、イギリスでは、軍用を含めて公共用の電波の捻出をいろいろ図ろ

うとしております。アメリカの場合は、周波数スーパーハイウェイ構想というのがありま

して、連邦政府用の周波数から最大1,000MHzぐらいを官民共用にするとか、周波数のアク

セスシステムを導入して、どのように利用されているかちゃんとわかるようにしましょう

というようなシステムを入れていたりします。 

 イギリスでも、先ほど申し上げましたけれども、公共セクターの電波を捻出して民間に

開放する。国防省が持っている電波を含めて民間に開放するという施策を導入して、ロン

ドンオリンピックを何とか乗り切ったということでございます。 



4 

 

 こういう背景から、今後、皆さんで考えていただく必要があると思っている点を幾つか

挙げておりますけれども、まずは公共用といいましょうか、オリンピック用の帯域は相当

臨時に捻出する必要があるのではないかと思っているというのが１点です。 

 それから、捻出のために考えていただきたいと思っているのが共用です。官官の共用も

あるかと思っているのですけれども、電波はいろいろな周波数ごとに、いろいろな用途に

割り当てられているのです。警察用とか消防・救急、防災行政、防衛用とかに分かれてい

るのですが、これを一部、共用化を図っていくことが必要かと思います。場合によっては

官民の共用というのも進める必要があるかと思っておりまして、何のことはない、空港は

実は官民・軍民共用の飛行場は幾つかあります。例えば三沢とか千歳、小松、徳島は実は

航空自衛隊と民間、あるいは米軍と民間が一緒に使うというのもあって、別に軍民共用と

いうのも十分あり得る。空港でできて電波でできないということはないと思うのですが、

こういうものが実際にあるので、電波でもやってみましょうということです。 

 それから、終了促進措置と書いていますけれども、電波というのは地上げに似ていると

ころがありまして、既に利用している人に立ち退いていただいて、次の人に入っていただ

く必要がある。あいていればいいのですけれども、既に誰かが利用している場合は立ち退

いていただく必要があるのですが、これについて総務省さんが頑張って、700MHzと900MHz

で、いわゆる新しく入る人が立ち退く人の移転費用を持ってあげるというスキームを入れ

られたのですが、これをもっと拡大していく必要があるだろうと思っております。 

 ほかにもIoT用とか、いろいろな新しい用途が出てきますので、試験的な免許制度を導入

して、特に電波の共用、シェアリングというものを前提とした免許の交付もやっていただ

く必要があるのではないかと考えておるわけでございます。 

 以上です。 

○原座長 ありがとうございます。 

 質疑応答はまとめてさせていただきますので、続いて、飯塚様からお願いいたします。 

○飯塚氏 マルチメディア振興センターの飯塚と申します。きょうはお時間をいただき、

ありがとうございます。 

 私のほうからは、海外動向ということで、アメリカ、イギリスを中心に御説明をさせて

いただきたいと思います。 

 シートの番号でいきますと、まず３ページをめくっていただきたいのですけれども、最

初に、そもそも政府の周波数を開放するといった場合に、どのぐらいから取組が始められ

てきたのかということを若干御紹介させていただこうかと思います。 

 シートの３ページにつきましては、これはイギリスの例を挙げておりますけれども、イ

ギリスというのは1993年前後から、これまで警察、消防、救急などの機関がそれぞれ独立

したシステムを構築し、運用していたものを一本化して、単一のシステムを各組織が共同

で利用しましょうというシステムに移行する取組が内務省主導で始まったのが1993年にな

ります。この最大の目的が、インフラの重複投資を避けることによって財政支出の削減を
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図るというところに狙いがあったと理解しております。その後、大規模なテロですとか災

害があったときに、そういった現場におきまして、警察、消防、救急等の組織が、組織の

壁を越えて横で連携しながら救助活動を行うために、単一のシステムを共同で利用するこ

との重要性に対する認識が高まってきたことと同時に、これまで各政府ごとに割り当てら

れていた周波数を統廃合いたしまして、あいた帯域を新たな電波利用ニーズに配分すると

いうようなことが検討され始めたのが1990年代ということになります。 

 続いて、４ページに移っていただきまして、アメリカにおきましては、もちろん1990年

代からオークションというものがアメリカでは導入されていましたので、政府の周波数を

移転させる措置は90年代から行われていましたけれども、本格的に政府の周波数の見直し

が始まったのが2003年のちょうどブッシュ政権のときですが、電波政策イニシアチブとい

うものが契機になっていると位置づけられるかと思います。 

 この中で、連邦周波数戦略計画というものを策定しなければいけないということがあり

まして、各連邦政府機関がどの周波数をどのぐらいの頻度で何のために使っているのかと

いうことを現状把握しまして、その上で各機関で将来的にどのぐらいの電波利用ニーズが

あるのか、各機関で独自の業務であるとかアプリケーションのために専用帯域がどのぐら

い必要なのかということが慎重に議論されたという経緯があります。 

 そうした流れの中で、ミッションクリティカルな業務であるかどうかというところの評

価が重要になってきまして、ミッションクリティカルでないという評価の場合には、可能

な限り省庁間でシステムを統一化したり、可能な場合には商用のサービスを利用するとか、

それから民間に周波数を開放して共同で利用するといったようなことをしまして、政府に

専用に割り当てられているチャンネルは削減していこうという方針が示されたかと思いま

す。 

 このアメリカのケースにおきましては、特に新しい革新的な無線技術を迅速に導入して

経済成長を図るということが狙いとしてある一方で、国の安全を担うミッションクリティ

カルな業務をいかに保護していくかというところの政策的なバランスをいかに図っていく

かというのが重要な論点だったと理解をしています。 

 続いて、５ページ目ですけれども、ここからが現在の制度の枠組みについて概略を示し

たものになります。大きな流れといたしましては、官から民への周波数の開放というのが

位置付けられるかと思います。政府機関が使用する周波数を民間に明け渡すとか、民間と

共用するという取組が進んできているのですけれども、現状のところ、今どういった帯域

でそれが行われているかというと、そもそもIMTバンド、携帯電話用に割り当てられている、

国際的に配分されている携帯電話用の周波数を国によっては政府機関あるいは軍が使って

いるケースがあるということですので、まずはそこの帯域については移転をしてもらうと

か、共同利用をさせてもらう方向に持っていくべきではないかということで、官民周波数

共用というのがメーンストリームになってきています。 

 その背景といたしましては、政府の周波数の移転に時間がかかるとか、移転コストも膨
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大になるということなので、共用を前提とした免許制度を新規に割り当てていくことを検

討していく必要があるのではないかというのが、現状の制度的な立ち位置になっています。

その中で、周波数を共用するときに技術的にどういった技術開発が必要なのか、混信を回

避するためにはどうしたらいいのかとか、あいているチャンネルを動的にダイナミックに

割り当てるためにどうしたらいいのかといった技術的な取組も同時並行で行われていると

いう状況になるかと思います。 

 続きまして、６ページです。これはアメリカの現状の制度、今の電波政策、周波数開放

政策が何に基づいているかということですけれども、2010年に大統領の覚書の中に、2020

年までに500MHzを新たに無線ブロードバンドに開放するということが盛り込まれまして、

現状、これをベースに周波数開放政策が行われています。 

 実際に進めているのは、国家電気通信情報庁（NTIA）というところが取りまとめ役とな

りまして、毎年どのぐらいの周波数が確保できたのかという達成度合いについて、毎年進

捗報告を出しています。その進捗報告については、参考資料の12ページに載せております

ので、後で御覧いただければと思います。 

 それから、官民周波数共用政策につきましては、一番ポイントとなるのが真ん中にござ

います2012年７月のPCAST勧告でして、このPCAST勧告の中で、後ほど御説明します階層型

管理アプローチですとかダイナミック周波数アクセスシステムといったものが提案されて

おりまして、こうした政策を踏まえまして、法的には2012年や2015年の法律におきまして、

連邦政府の周波数をオークションにかけるとか、官民で共用するといったような規定が盛

り込まれているのが現状になるかと思います。 

 続いて、７ページですけれども、公共セクターの周波数開放政策ということで、イギリ

スにおきましても、同じように2010年に政府が公共セクターの周波数開放というものを打

ち出しまして、2020年までに500MHzを新しく確保する方針が示されています。イギリスに

おきましては財務省が取りまとめ役となりまして、公共セクターの周波数の割り当ての見

直しを行っております。この見直しにおきましては、国防省（DOD）に割り当てられている

周波数についても、例外なく見直しの対象となっているということになります。 

 実際にその見直しをする実務は、財務省が100％保有します英国政府投資会社というと

ころが行っておりまして、こちらが規制当局の通信庁（Ofcom）の助言、アドバイスを得な

がら、公共セクターの開放プログラムというものを実施しています。 

 英国政府投資会社が2016年４月に年次報告書を発表しておりますけれども、その中で民

間に開放すべき周波数として2.3GHzですとか1.4GHzというものが特定されておりまして、

この帯域については、現在、国防省（DOD）が共用検討について見直しを行っているという

状況になります。加えまして、現在、公共安全業務として使われている380MHzも民間へ開

放するということで特定されている状況になっています。 

 続きまして、８ページですけれども、周波数共用といった場合に、既存の制度の中にお

いてどういった調整方法があるのかということを大きく分けると、この①②③に分けられ



7 

 

るということで整理をしております。こうした周波数調整の中に、官民共用の例を挙げる

とすると、②にございますように、軍事用のシステムと商用LTEを共用しましょうというこ

とで、アメリカで既に実施されています。③については、アメリカやイギリスにおきまし

て、第三者機関が周波数の調整を行うというケースがありまして、特に業務用無線ですと

か公共安全用、パブリック・セーフティー用に割り当てられている無線システムにつきま

して、規制当局の許可を受けた上で、周波数コーディネーターという位置付けで、異なる

ユーザーの免許人間の周波数調整を行っているケースがございます。 

 続いて、９ページです。実際にアメリカのPCAST勧告で提案された階層型管理アプローチ、

官民周波数共用をどうやって実現していくのかということですけれども、既存免許人を保

護しながら、新しいユーザーを免許制のもとで管理して、可能な限り周波数のアクセス機

会を極大化しようというものです。アメリカのPCAST勧告の中には、一番下の階層に属しま

すGAAというのがありますが、これは免許不要利用のことです。こうした管理型階層アプロ

ーチの中でも、無線LANだとかそういった免許不要機器の導入も組み込んでいいます。ただ

し、その場合には、免許不要であっても、その機器の所在がどこにあるのかということを

登録しなければいけないといった要件が提案されていることになります。 

 こうした仕組みを実現するためにPCAST勧告で提案されているのが周波数アクセスシス

テムということで、次の10ページに記載をしてありますけれども、この周波数アクセスシ

ステムというのは、あらかじめ登録されている既存免許人の基地局の情報ですとか、既に

使っている免許人の端末の利用情報だとか、そういったものをデータベース化しまして、

それを踏まえて利用可能な帯域であるとか場所あるいは時間、送信電力などを計算しまし

て、この周波数アクセス制御システムというところが、あいているチャンネルをリアルタ

イムで動的に割り当てるというものを実現する仕組みになっています。 

 こうしたシステムを提供するプロバイダというのは、今、欧米で複数存在するのですけ

れども、必ず規制当局の承認を受けており、通信規制当局の承認を受けたプロバイダがこ

ういった仕組みをつくっているということになります。 

 実際の運用につきましては、参考資料の13、14ページに、米国でSASのシステムが初めて

導入されたケースとして3.5GHz帯がありまして、その運用の状況について掲載をしてござ

います。 

 駆け足でございましたが、説明は以上になります。 

○原座長 大変ありがとうございました。 

 質疑の前に、まず確認のために、公共用の周波数の開放、それから官民共用といったお

話をいただいているわけですが、特にアメリカ、イギリスで進んでいるという話をいただ

いているわけですが、これは決して日本の総務省さんが何もやっていらっしゃらないとか

そんなことではなくて、オリンピック・パラリンピック用に割り当てる周波数については、

今、パブコメ中ですね。それから、公共用の再編ということはこれまでも取組があり、官

民共用その他の課題についても、これは吉川さんの資料の最後の３ページのところでも御
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紹介をされていますけれども、2014年の電波政策ビジョン懇談会とか、昨年の電波政策2020

懇談会といったところで、こういうことがさらに大きな課題になってくると、引き続き検

討課題があると、そんな議論がなされていたと承知しております。 

 最後にと思いましたが、もしよろしければ田原課長、一言だけ短くコメントをいただい

て、その上でさらに議論できればと思います。 

○総務省（田原課長） ありがとうございます。総務省の電波政策課長をしております田

原と申します。 

 今、原座長からも御指摘がありましたとおり、公共業務用周波数の積極活用ということ

は、私どもも大きな課題として取り組んでいるところでございまして、今も御説明がござ

いましたけれども、従来、使えるものは使っていくというスタンスでございます。特に需

要が伸びているのは、先ほどスマートフォンの話もありましたけれども、携帯電話の関係

で、こういったところのモバイル用の周波数をいかに確保していくかということで、現在

も公共業務用の周波数、共用でいくのか、少し再編していただいてもう少しあけられるの

かということで、まず技術評価をしているということで取り組んでいるところでございま

す。 

 オリンピックにつきましても、今、御説明がありましたとおり、現在、パブコメをして

おりますけれども、そこの対象周波数として公表しているものには、もう公共業務用もす

べからく、かなり幅広い範囲で検討対象にしますよということでパブコメをさせていただ

いています。オリンピックについては、場所限定、期間限定のプロジェクトというか利用

でございますので、そこについては公共業務用であろうが、ぎりぎり言ってしまえば、そ

れこそ、携帯電話は全部使っているからなかなかそういうのはできませんが、例えば関西

方面とかでしか使っていないようなものは関東でも使えますし、要は災害時に使うような

ものであれば、災害が起きてしまうと使えませんが、平時には使っていないというものに

ついては、オリンピックの期間中活用してもいいだろうというものもオリンピック用に周

波数を確保していくということで、私どもは考えているところでございます。 

 そういった確保のときに、既存のものに干渉が起きてしまって使えないとか、そういう

ことが起きてしまうといけないというのもありますが、技術評価もあわせてしっかりやっ

ていこうということを考えております。 

 いずれにしましても、これから徐々に、今はパブコメでこういった周波数を対象としま

すよということをお示しして、今度、具体的にこういった使い方がしたいといった外国の

テレビ局などの方々のニーズが出てきますので、それを具体的に、どこをどのように使い

ますかという詰めをしていくことになろうかと思っています。 

 いずれにしましても、相当数の数、先ほど５万という数字が吉川さんのほうからありま

したけれども、私どもが組織委員会から聞いている無線局数ですと、ロンドンで5,000、リ

オで7,000、東京は１万ぐらい来るかなと思っておりまして、１万ぐらい対応できるような

つもりで周波数を確保していこうという取組を考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○原座長 ありがとうございます。 

 総務省さんの取組はまた次回以降に改めて機会を設けますので、今日は主に、せっかく

お越しいただいております吉川様、飯塚様を中心に御質問の時間をつくりたいと思います。 

 その前に、御欠席の江田委員から御意見をいただいております。 

 

スマートフォンの急速な普及やIoTの進展を踏まえ、マクロ経済の観点からも周波数需要

が急拡大する用途に迅速に周波数割当てを行うことは誰もが認識している通りであるが、

より実効的にしていくべきである。 

 

例えば、 

1. 米国ではNTIAが所管する公共サービス向け周波数をFCCと協力しながら民生用に積極的

に解放していく努力が成果を出しつつある。一方日本はこの種の議論が積極的であるとい

う認識はあまり持たれていない。これらは5年後、10年後の産業発展に影響を与える可能性

があり、聖域なき議論を積極的に行うべきである。 

2. 米国では、3.5GHz帯に一般にLSA(Licensed Shared Access)と呼ばれるクラウドを活用

して公共サービスとモバイルサービスの共用を行う具体的法制化が完了しているように、

公共サービスの解放が難しい周波数帯であっても可能な限りモバイルサービス向けに割り

当てを進めていく具体的アクションがある。一方、グローバルにLSAが議論され始めて6年

ほど経過するが、日本で具体的に法制化の議論は起こっていない。1.の最後のコメント同

様、聖域なき議論を積極的に行うべきである。 

3. また、センサー、ドローン、ロボットなどの新しいIoTデバイスの普及に伴い、免許不

要局としての電波利用が急増すると見込まれるが、新たな免許不要帯の検討や免許不要局

の活用に関する法制度の整備は、Wi-Fiの帯域拡張の議論で見られるように他国に比べて

遅く、今後より迅速な進め方が期待される。 

4. ただし、5Gに向けては、総務省様のリーダーシップの下、ITUにおける議論に先行して

周波数割当てに向けた議論が積極的に行われている。グローバルハーモナイゼーションも

踏まえものになっており、大変好ましいものである。 

 

 

 では、委員の皆様からの御質問をいただければと思います。 

 吉川様、飯塚様、どちらからでも結構なのですけれども、総務省さんでも一定の取組は

なされているという中で、特にアメリカ、イギリスと比べたときに、官民共用あるいは公

共用を再編していくという取組がどう見えているのか。それから、日本でさらに何をやる

べきと思われるのかといったことについて、コメントをいただければと思います。 

○吉川氏 総務省さんのほうでいろいろ取り組まれているのは存じ上げています。ただ、
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電波の割り当てで割とブラックボックスになっているのは、例えば警察用とか防衛用、一

旦割り当てたのですけれども、その詳細の利用というのが、割り当てではなくてその中で

実際にどれくらい使われているかというのは、多分余り外の省庁から明らかになっていな

いのではないかと思うのです。ですから、やはり一つの省庁だけではなかなか共用化しよ

うにも利用度合いがわからないとやりにくいというところをこれから解決していく必要が

あるのではないか。電波というのもある意味で、縦割りの弊害になっているようなところ

があるのではないかというのが、私の持っている仮説です。 

○原座長 ありがとうございます。 

 飯塚さんはいかがでしょうか。 

○飯塚氏 ありがとうございます。 

 吉川先生の御指摘のとおり、縦割りというのはどこの国でも例外なくある問題ではある

と思います。それを横串で、誰がどのタイミングで、トップダウンで行うのかというとこ

ろが大きな違いなのかと思っております。イギリスですと、冒頭申し上げましたように、

警察、消防、救急ですとか、そういった緊急サービスのネットワークを一本化するときに、

誰が一本化するのかという音頭をとるときに、内務省に権限を与えて内務省で導入を始め

て、お金をつけて、そこに後から消防だとか、救急だとかのユーザーが乗っかってくると

いうような道筋をつけたところがあります。そうした取り組みがなぜ重要かというと、も

ちろん財政支出の削減というのもありますけれども、イギリスでもロンドンのテロがあっ

たり、アメリカにおきましても9.11がございまして、そこで何が問題であったかというと、

それぞれの組織がそれぞれ別のシステムを持ち込んで現場に行くとによって、救助活動に

当たる人たちが、組織が違うことで横の連絡ができないということがありました。そうい

った反省を踏まえて、アメリカにおきましても、全国統一のシステムを構築しようと、今、

現在進行形で進んでいますけれども、それもNTIAが主導してやっているという状況があり

ます。 

 そうすることによって、複数の機関に割り当てるという電波割当ての重複も回避できま

すし、歳出増も回避できるというメリットがあります。誰がまとめ役となって推進してい

くのかというところを、それが法的な根拠なのか何なのか議論する余地はあるかと思いま

すけれども、きちんと検討していく必要があるのかなと思いますし、アメリカにおきまし

ては、大統領のトップダウンというのが一番重要になっていると感じているところです。 

○原座長 ありがとうございます。 

 １点だけ。日本の場合に公共用に割り当てられているところ、例えば自衛隊用であると

かそういったものについて縦割りでブラックボックス的に見えない状態になっている。一

方で、イギリス、アメリカでの共用をされている場合には、当然ながらここは軍用ですと

いうことをある程度わかった状態で民間に一部使わせることになるのかと思うのですが、

そこは見える状態になっているのでしょうか。 

○飯塚氏 御指摘のとおりです。90年代から既に見えていたかどうかは確認できていない
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ですけれども、少なくとも現状、イギリスですと通信の規制当局Ofcomは、ウエブサイト上

におきまして、周波数分配表に加えまして、どの業務で何に使っているのかということを

情報開示しております。パブリック・セクターというカテゴリーの中に、ミリタリーです

とか、ポリスですとか、ファイヤーだとかという表現で、誰が使っているのかというのは

事細かく確認することができます。 

○原座長 いかがですか。 

○髙橋委員 全く素人でいろいろ教えていただきたいのです。まず、防衛とか軍とか警察

の周波数の利用状況について、これを公表した場合に安全保障上の支障は何かないのかど

うかというのを第１点、教えていただきたい。 

 それから、共用という話について２つのことをおっしゃっているように聞こえました。

１つは、システムそのものを一緒にして共同で使えるという話と、他に、周波数を何らか

の形で分けて、それ全体を有効に使うという話と２つあるような気がしています。 

 そのときに、共用、全くシステムが一緒ということは、消防でも何でも一緒に連絡が飛

び交う、アクセスをお互いに切ることができないという形で、全く同じような形で連絡を

するというふうに聞こえるのですが、そういう理解でよろしいかということ。 

 それから、そういうことではなくて、あいたところを最大限利用するという意味での共

用だとします。そうすると、９ページにあります、アクセスを一次アクセス、二次アクセ

ス、一般認可アクセスというふうに分けていかないと、うまくいかないのかなという気が

しますが、日本の場合、そういう議論になるのかな、というところを教えていただきたい。

特に二次アクセスについて、立ち退けと言われて急に立ち退けるか、既存のところが、こ

れを急に使いたくなったからおまえはどけと言われたときにどけるのか、というような危

惧もあります。 

 その辺、３つか４つ御質問さしあげましたが、お答えいただければと思います。よろし

くお願いします。 

○飯塚氏 ありがとうございます。 

 １番目の安全保障上の問題ということですけれども、これについては、私、事実確認で

きていないので、正確なところをお伝えできないかと思いますが、本当にミッションクリ

ティカルなところは恐らく開示はしていないのではないかとは思いますが、実際にウエブ

サイトを見る限り、ほとんどミリタリーユースというのが大半を占めていることがわかる

ことからすると、ほぼ民間に開示されている、情報の大部分は開示されているという理解

でよろしいのではないかと思います。 

 そのときに、ミリタリーだけが専用に使っているバンドはここなのだということもわか

りますし、ここのバンドはミリタリーと業務用無線とで共用しているバンドなのだという

こともわかりますし、ここはミリタリーとラジオマイクが共用しているのだということも

開示されているので、ユーザーから見ると、何がどこで使われているのかということが大

部分は見られることになっているかと思います。 
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 その共用システムについてですけれども、どこの国もそれぞれの自治体単位でネットワ

ークを構築して、警察も、消防も、救急も、海外でもそうですけれども、実際にそういう

既存のシステムがありまして、ただ、その弊害をどうやって乗り越えるか。先ほど申し上

げたように、災害が起きたときに単一の全国システムをレスキュー隊員が同じシステムを

使って災害救助に当たれることが非常に重要であるという認識が背景にありますので、そ

うしたシステムも導入すべきであるというのが多分一番大きな考え方、背景になっている

と思います。 

 その運用の仕方は、技術的なところはもちろんクリアされていると思いますけれども、

私のところでは、申し訳ないですが、技術的にどうやって運用しているのかというところ

までは把握できておりません。欧州の中で一般的に公共安全システムとして導入されてい

るTETRA方式というシステムがあるのですけれども、それはどこの国でも公共安全機関が

共同で利用するシステムということで導入されているのが実情になっています。 

 それから、二次アクセスのお話がありましたけれども、この二次アクセスの方は、御指

摘のとおり、使っているときに連邦政府、アメリカの3.5GHz帯ですと海軍レーダーが使っ

ているのですが、海軍レーダーの信号を検知したら二次アクセスの人たちは利用を停止し

なければいけない仕組みになっていて、それを開発しています。連邦政府の無線信号には

混信を与えてはいけないので、アメリカにおきましては、3.5GHz帯のLTEをスポット的、エ

リア的に使いたいというニーズに対して、エリア限定、特定のエリアもしくは競技場だと

か人の集まるところにおいて、3.5GHz帯の二次アクセスという免許制度のもとにLTEを展

開しようということが想定されているようです。海軍レーダーですと、海岸沿いからある

一定の距離のところは使えない排他的ゾーンがあって、そこは使えないのですけれども、

その排他的ゾーン、エクスクルーシブゾーン以外であれば使えるということなので、内陸

においてはある程度自由に使える状況になっているかと思います。 

 しかも、アメリカの場合におきましては、免許不要局でも利用しようということなので、

二次アクセス、一次アクセスに干渉を与えない限り、小出力・省電力でどこでも使ってい

いということになります。ただし、免許は要らないのですけれども、必ずその設備がどこ

にあるのかというのを管理する必要が出てくるので、免許不要であっても、それがどこに

あるかを先ほどのデータベースに必ず登録する義務が発生するということで、完全に無線

局を管理しようという理念で進められているということになります。 

○原座長 ありがとうございます。 

○安念委員 私も素人なので、今の一般認可アクセスというものですが、日本だと一番考

えられるのは携帯ですね。あれも技術的には無線局だと思うけれども、別に免許は要らな

い。ここで言っているのは、そういうものとは違うのですか。もしそうだとすると、位置

を届け出るといったって、ふらふら動いているのですからそれは無理ですよ。そうすると

携帯の基地局みたいなものを考えるのかしら。とんちんかんなことを伺っているかもしれ

ませんが。 



13 

 

○飯塚氏 とんでもないです。御指摘のとおりでして、説明できなくて申し訳なかったの

ですけれども、参考資料の13ページ、14ページに、ちょっと字ばかりで恐縮なのですけれ

ども、どういう仕組みのもとで運用しているのかというのが、一番下のところです。イメ

ージとしては、無線LANのアクセスポイントです。無線LANのアクセスポイントがどこにあ

るのかというのを必ずデータベースの中で管理していってくださいということになります。

なので、ユーザーから見たら、携帯電話とアクセスポイントという関係になります。 

○安念委員 わかりました。 

 続いていいですか。共用のお話が出てきましたが、共用というのは技術的にパーマネン

トに可能なものなのですか。それとも、短期間だからそれくらいは我慢してもいいという

程度のものなのでしょうか。 

 それともう一つ、官民共用とか官官共用というときの官の範囲ですけれども、今でも、

それは確かに警察とか防衛というのは、多分非常に大きい帯域というか、ヘビーユースだ

と思うのですが、ほかにも結構、それほどヘビーではないけれども、いろいろあるという

のはありますね。漁船の何とかとか、気象がどうしたとか、港のどうとかで、いろいろあ

るではないですか。ああいうのも技術的にはみんな共用可能なのですか。技術的には可能

だけれども、余り使い勝手のよくないバンドだから実際の需要はそんなにないだろうとか、

そのような話になりそうなのですか。もし、これも教えていただければありがたい。 

○飯塚氏 政策的な方針としては、基本的にはこの帯域は共用ですといったら、それはず

っと共用で使うことを大前提ということで、この政策を打ち出していると位置づけていた

だいてよろしいかと思います。 

 官民共用ですとか官官共用といった場合に、先ほどアメリカの電波政策イニシアチブの

ところで説明を省いてしまったかもしれませんけれども、要はミッションクリティカルな

業務であるか否かというところの精査が非常に重要になってきていて、アメリカの議論を

見ていましても、どこの省庁だって、これからブロードバンド化して電波が足りない。し

かも、ドローンが出てきたり、自働運転ですとか、潜水艇も無人化されるということで、

電波が足りないのは政府だって足りないのだという議論が当然にして出てくるわけです。

そのときに、本当にミッションクリティカルかどうかということをきちんと議論して、こ

れであればこのぐらいの帯域は必要であるということの省庁間の調整をNTIAが主導して、

きちんと議論をして、そうではない日常の業務連絡ですとか、そういったところにつきま

しては、なるべく複数の省庁で同じシステムを使う。あるいは、携帯電話を連絡用に使う

など、日常の連絡業務については官官で同じシステムに移行していくとか、もしくは商用

サービスを利用するといった形で、なるべく専用のチャンネル、ミッションクリティカル

でないような用途につきましてはチャンネルを削減していって、民間に開放するという方

針を出してきたのが、2003年のアメリカということになるかと思います。 

○安念委員 いろいろありがとうございました。○村上専門委員 どうもありがとうござ

いました。 
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 １点、もし御存じでしたら教えていただきたいのですが、日本において今後どの周波数

帯域が、いつごろ、どのぐらい逼迫するかといった需要推計がなされているのでしたら、

後ほど事務局経由でもいいので教えていただければと思います。 

○総務省（田原課長） モバイル用のターゲットで、いつまでにどのぐらいかというと、

過去にトータル2,700MHzを確保していきましょうという目標を立てています。 

○村上専門委員 いつまでに対処しないと足りなくなるといった議論はされていますか。 

○総務省（田原課長） 足りなくなるというところの評価がどういう形かが問題で、今の

携帯電話のシステムで言うと、足りなくなるというのか、使えなくなるのかで状況は異な

ります。サービスを提供する側からすると、さくさく動かない状態が逼迫という形と言っ

ておりますが、それが直ちに使えなくなるサービスとはならない。実際に今、既に使えな

くなるというか、ちょっと遅くなってしまうような地域があることになってしまうわけで、

それが必ずしもいつまでに通信がパンクするというようなものではない。ただ、先ほどの

オリンピックの2020年までにこういったシステムを入れましょうとか、世界的な流れはあ

ります。そういったものを入れていくには、先ほど2,700MHzと言いましたけれども、それ

は全体でこういったサービスに対する周波数帯域でこのぐらい必要といったターゲットを

示して確保できるように取り組んでいきましょうという形でやっています。 

○村上専門委員 ありがとうございました。 

○大田議長 これは田原さんにお聞きしたほうがいいでしょうか、こういう話は政府がや

るぞと決めたらそれでできる話なのですか。反対するところはどこでしょうか。 

○総務省（田原課長） 説明の前に数字だけ訂正させてください。先ほどロンドンで5,000

と言ったのですが、ロンドンで6,000、リオで9,000に訂正させてください。 

 今のお話ですけれども、公共業務用、要は国の周波数は、やはり一番利用している省庁、

警察庁、防衛省、そのほか国交省の方々などとなります。我々も国の無線局の利用効率が

悪いのでは仕方ないので、例えば昔のアナログよりデジタルの方の幅が狭くも効率がいい

というのがあり、それに移ってくださいというのは従来からやってきていて、予算を立て

てきちんと計画を立ててやっていただいているので、デジタル化率はかえって民間よりよ

かったりします。 

 ただ、共用してとか他のシステムに移ってくださいとなると、それぞれの組織の利用形

態が問題となって、ミッションクリティカル云々の細かい判断になってきます。その部分

は私どもでは、判断し切れないところが正直あるのは事実でございます。 

 利用状況につきましても、我々も評価のところは国の無線局もやっております。個々に

どのように防衛、軍のシステムが利用しているかを公表しているというお話がありました

が、そこのところについては公表からは除外しています。それは電波法の省令の中で、安

全上とか安全保障上といった観点で除いている部分で、細かい利用のところまでを免許情

報という形では公表しないようになっています。 

○原座長 今の点で、イギリスでは軍事用というのを相当程度開示して、日本では安全保
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障上できないというのは理由があるのでしょうか。どなたでも結構です。 

○総務省（田原課長） 何ともお答えのしようがないのですけれども、私どもに公表を求

められたときは、ここを公表していいですかと確認するわけですけれども、そこで安全保

障上これはクリティカルなのでと言われてしまうと、それ以上公表はできませんといった

判断になります。先ほど高いレベルでの判断ではとの話がありましたが、なかなかそこの

一個一個の話をしても、これはというのをどこで判断するのかという難しい判断になるか

と思います。 

○原座長 大分時間が迫ってきておりますが、もし何か最後に一言、言い残したことはよ

ろしいですか。 

 では、皆様、大変ありがとうございました。総務省さんとは、引き続きまた御議論をさ

せていただければと思っております。よろしくお願いします。 

（吉川氏、飯塚氏、総務省（田原電波政策課長） 退室） 

（総務省（池田市町村税課長） 入室） 

○原座長 では、議題２「税・社会保険関係事務のIT化・ワンストップ化」に移らせてい

ただきます。 

 この件については、先月のこのワーキング・グループで日本経済団体連合会様から「住

民税特別徴収税額通知の電子交付」という具体的な御提案をいただいているわけでありま

す。今日は、この点について総務省様との議論ができればと思います。 

 自治税務局池田市町村税課長にお越しいただいております。大変ありがとうございます。

10分から15分程度で御説明をお願いいたします。 

○総務省（池田課長） 総務省の池田でございます。よろしくお願いいたします。 

 最初の１枚目のスライドでございます。 

 まず前提といたしまして「eLTAX（地方税ポータルシステム）の役割」ということで書か

せていただいております。ここで申し上げたいのは、eLTAXの運用主体は一般社団法人地方

税電子化協議会でございまして、これは全ての都道府県や市区町村が会員として加入して

ございます。e-Taxと違いまして、総務省が運用するシステムではなくて、全地方団体の共

同のシステムだということでございます。 

 ２枚目のスライドですが、このeLTAXを活用しましたオンラインの利用率でございます。

毎年着実に伸びているところではございまして、27年度、足元で見ますと法人関係につい

ては50％を超えているような状況でございます。 

 後ほど関係しますので見ていただきたいのが個人住民税（給与支払報告書）という線が

真ん中あたりのところでございまして、これが足元で32.6％でございます。後の特別徴収

税額通知と関係いたしますので、この数値を覚えておいていただければと存じます。 

 ３枚目のスライドでございます。「ICT化の進展に対応した主な施策」ということで、平

成16年以降、順次、eLTAXの対応業務をふやしてきてございます。左の最初のほうは法人２

税の申告・届け出から始まりまして、給与支払報告書の提出の電子化でございますとか、
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最近では国税との連携、最後は、本日これから御説明いたします個人住民税の特別徴収税

額通知の電子化ということになってございます。これを順次拡充、また、利用率の向上に

努めていきたいと考えているところでございます。 

 ４枚目のスライドでございます。この個人住民税における特別徴収税額通知は２種類ご

ざいまして、よく混同して議論されているところもございますので、改めまして整理をさ

せていただきたいと存じます。１つは特別徴収税額通知（特徴義務者用）と書いてあるも

のでございまして、これは特別徴収義務者のところまで行くものでございます。この通知

の中身は、毎月この額を特別徴収、いわゆる天引きしてくださいという額と、その総額が

入っているだけの様式としてはシンプルなものでございまして、これが特別徴収義務者の

方へ参ります。これの電子化が既に図られておりまして、紙と電子送付とどちらか特別徴

収義務者が選択できることになってございます。 

 一方で、特別徴収税額通知（納税義務者用）というのは、皆様方もお受け取りになられ

たこともあるかと思いますけれども、短冊状のもの、従業員の全員分を特別徴収義務者に

お送りさせていただき、それをばらしまして、各従業員の方に紙が行くというものでござ

います。これにつきましては、もう少し詳しい所得情報等が入っております。特別徴収税

額を算出する根拠になる所得はどのようなものがあるのか、そういったものの情報も入っ

た、従業員の方が受け取ったときに、自分の税額は正しい税額が算出されているのかどう

かがわかるような情報まで入ったものがこの納税義務者用でございまして、これはまだ紙

でやっているという状況でございます。この２種類があるということでございます。 

 ５ページへ参りまして、ここからが特別徴収税額通知のうち、特別徴収義務者用の電子

化関係のお話をまずさせていただきます。左のほうが、先ほど話題にさせていただきまし

た給与支払報告書の電子化というのが、早い時期になされております。このフロー図を見

ていただきますと、特別徴収義務者が市区町村にこの給与支払報告書、これは１月末に出

すわけですけれども、これを電子送付するときに、今度は５月に受け取る特別徴収税額通

知、これも正確に申し上げますと特徴義務者用ですけれども、この電子送付の希望の有無

を登録することができることになっております。 

 そうしますと、今度は右のほうへ行っていただきまして、特別徴収税額通知（特別徴収

義務者用）が、この電子送付を希望された特別徴収義務者の方に電子で送ってくるという

のが、平成28年度分の個人住民税から可能になっております。 

 同じ話がもう一枚出てきます。６ページで今の話を整理したものでございまして、特別

徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子的「正本」の通知でございます。 

 枠の中を見ていただきます。eLTAXの機能追加、これは平成27年に既に行っておりまして、

eLTAXを通じて送付する特別徴収税額通知について、平成28年度課税分からは、電子署名を

添付した正本の電子的通知が可能となっております。これは税法の改正を行いまして、正

本送付が可能という形になっております。 

 この要件を整理したのが、下の方に書いておりますけれども、給与支払報告書を電子的
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に提出された特別徴収義務者の方に対してこの特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を

電子的に送れるということが要件になっております。先ほど給与支払報告書の電子的提出

率、３割強というお話をさせていただきましたが、実はそちらのほうの特別徴収義務者か

ら送られてくる給与支払報告書の電子的提出率も上げていただかないと、なかなか今度は

市区町村のほうでも電子でお返しすることができないことになってございます。 

 ７ページに参りますけれども、私どもは、この特別徴収税額通知の電子化の推進を積極

的に取り組んでいきたいと思っておりまして、現状、足元で見ますと、この５月に課税さ

れる29年度分の課税で約２割の市区町村がこの電子化、正本で電子送付することに対応す

るという状況でございます。この割合をもっと高めてまいりたいと思っておりまして、そ

のための通知を７ページにあるように発出しております。また機会を捉えて市区町村に御

協力いただくようお願いしているところでございます。 

 最後に８ページが、御宿題もいただいております、納税義務者の方に最終的には特別徴

収義務者を経由して送る通知の電子化についてでございます。 

 私どもも問題意識を持っておりまして、上のほうに書いてございますが、これを何とか

電子化できないかということで、総務省の中に検討会を開催いたしまして、有識者、事業

者、地方団体の課税実務者等から意見を聞きながら、方策を検討しているところでござい

ます。ただ、まだ現在は導入する場合の課題、解決策の整理などを行っているところでご

ざいます。 

 幾つか解決しなければならない課題として挙げております。１つは、納税義務者用のこ

の通知が特別徴収義務者を経由していく通知でありますことから、最終的に納税義務者が

受け取られた通知が真正なものであることが担保されなければならないということがござ

います。現状のオンライン化法も、基本的には間に機関を経由していくことを想定してお

りませんで、一対一で結ばれるものをオンライン化法では想定されているところでござい

ます。経由した場合でも真正なものが納税義務者に送られるということは、どのように担

保できるのか、技術的な課題も含めて現在、研究をしているというのが１点でございます。 

 もう一点目が、今度は秘匿性の確保というのがございまして、先ほど申し上げましたと

おり、特別徴収義務者用と違いまして、納税義務者用は様々な所得を名寄せしたものが送

られてきます。端的な例で申し上げますと、ある会社から給与を受けている方が、他にア

ルバイトをして所得があった場合は、その所得も記載されて、合計所得金額、あなたはお

幾らですよね、だから特別徴収税額はこうなりますねという所得情報が入っているもので

ございます。近年、納税義務者の御要望を受けて、特別徴収義務者のところでは見られな

いようにマスキング処理をしたり、圧着式にして開けば見られるような形の処理を施す自

治体がふえております。 

 従来ですと、今、紙でやっているものは、もともと短冊状のものを特別徴収義務者にお

送りして、特別徴収義務者はその短冊を一枚一枚従業員にお渡しするわけなので、特別徴

収義務者のところには、あえてコピーをとらない限りはデータが残らないことになるわけ
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ですけれども、今度、電子で送る場合は、あえて消去をしていただかない限りはデータが

残ってしまうという問題がございます。そうすると、秘匿性の確保を何か技術的な安価な

方法でできないものかということを今、ベンダーの方々からも御意見を伺いながら研究を

しているところでございます。 

 ３点目は簡単に済ませますが、いろいろな方法を私どもは今、検討しているのですけれ

ども、その中で気をつけなければならない問題は、当面、書面交付と電子の交付と両方残

っていくだろうと考えておりまして、そうすることによってかえって二重管理、この人は

電子ですよね、この人は紙ですよねという負担が特別徴収義務者のほうにも残って、かえ

って負担が増えてはいけませんし、課税庁である市区町村にも負担にならないようにしな

ければいけないという点は、ちょっと注意していかないといけないと思います。 

 下の括弧書きに書いてありますとおり、特別徴収税額通知というのは各種所得証明をす

る際の証明書に使われております。福祉・社会保障の分野でありますとか、また、金融機

関への借り入れのときとかの所得証明で使われていると聞いておりますので、紙で御希望

される方も一定程度残ることが想定されるため、そういった点にも注意をして、今、検討

しているところでございます。 

 説明が若干長くなりましたが、以上でございます。 

○原座長 ありがとうございます。 

 では、御質問はいかがでしょうか。 

○髙橋委員 まず、特別徴収義務者用のほうのお話について１点お聞かせ願いたいのです。

条件として、毎年の給与支払報告書の電子提出をした人だけが受け取れるというシステム

になっているようですが、これは別にこの義務を課す必要性がないように思うのです。単

にダウンロードしたければダウンロードするというふうに、特別聴取義務者が望めばダウ

ンロードできるシステムでもいいような気がするのです。そこはなぜ連結させなければい

けないのかということをお教えいただければと思います。 

○総務省（池田課長） 今の御質問でございますが、６ページをお開きいただけますでし

ょうか。６ページのところで若干説明をはしょらせていただきましたけれども、この特別

徴収税額通知を送るためには、特別徴収義務者への送り先、アカウントがなければなりま

せん。それを今どうやっているかといいますと、こまず、eLTAXの利用申請を行っていただ

くときに、特別徴収義務者ごとのフォルダがeLTAX上に作成されることになります。このフ

ォルダがないと、特別徴収税額通知を送って、これをダウンロードしていただくことがで

きないということで、それが給与支払報告書の電子的送付とセットになっているというこ

とでございます。 

○原座長 そうすると、その前の５ページに戻って、そもそもこのeLTAXでの給与支払報告

書のオンライン提出率が低いところに問題があるということなのかと思うのですが、そこ

はなぜ広がらないのでしょうか。 

○総務省（池田課長） これは私どもも経済界の皆様ともお話しする中で、大手の企業は
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今は全てやっていただいておりますけれども、中小の事業者ですと、いろいろな市町村に

居住している従業員がいるという形でなければメリットがありません。従業員がいろいろ

な市区町村から来て働いていると、それを振り分けるというのが一番のメリットでござい

ますので、例えばある市にある事業者の従業員はほとんどその市の人だという場合はメリ

ットがないものですから、そういったこともあろうかと思います。そこは私どもも経済界

の皆様とお話ししながら、ぜひ給与支払報告書も電子化を進めて、私たちも特別徴収税額

通知の方の電子化を引き上げるように頑張りますのでと。責任をなすりつけるつもりは全

くございませんで、お互いに相乗効果で電子化を進めていきましょうということでやって

ございます。 

○原座長 確認ですけれども、大企業と中小企業の別で数字はとられていますか。e-Taxの

場合だと逆の話も聞くわけです。 

○総務省（池田課長） これは今、国税と一緒ですけれども、1,000枚以上を提出されると

ころは義務化をしてございますので、従業員が1,000人を超える企業は、電子的提出をやっ

ていただいているところでございます。中小企業だけの従業員数別での資料は手元にござ

いません。 

○原座長 わかりました。 

 あとはいかがでしょうか。 

○村上専門委員 御説明どうもありがとうございます。 

 前回、経団連さんから要望が出たのは、８ページの納税義務者用の電子化の部分だと思

います。2006年の「全国規制改革及び民間開放要望」でも市町村民税の特別徴収関係の手

続の電子化を進めてほしいという要望があり、総務省の回答が、地方税法において電子化

は妨げていないとなっています。だから、法律上はできるのだが、８ページに書かれてい

るような課題があるので電子化が進まないという理解でよろしいでしょうか。 

○総務省（池田課長） 当時の御回答が妨げていないというのは、恐らく２つの意味があ

ったと思うのですが、まずはeLTAXというのは先ほど申しましたとおり、国税と違いまして

全地方団体が共同してやっているシステムでございまして、各団体がeLTAXを使わないで

それぞれの事務について電子化を進めることは全く妨げられていないわけです。それは非

効率ですので、実際には個別団体が個別にシステムを構築してやるということはほとんど

あり得ませんが、そういうことは妨げていないという意味と、もう一つは、このeLTAXも

徐々にこの手の業務拡大、サービス拡大を図ってきておりますので、それはいつかの段階

でこういったものの電子化を進めたいというお答えをさせていただいたのではないかと思

います。 

○村上専門委員 すみません。ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれません。地方税法

では、納税義務者用の税額通知が電子化できないとは書かれていないということでよろし

いですか。 

○総務省（池田課長） 正確にお答えするのは難しいのですが、少し正確でなければ後ほ
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ど訂正させていただきますが、今の地方税等において、電子化することは否定していない

とは思います。今、eLTAXというシステムを使ってということであれば、それに関する法令

上、規定の整備をする必要があるということでございます。 

○村上専門委員 法律改正が要るのか、そうではないかを確認したかったので、今のお答

えで結構だと思います。ありがとうございます。 

 その上で、８ページに書かれている課題については、2008年の電子行政分科会でも同様

の議論がなされていたのですが、その後いろいろ検討されて、マイナンバーなども導入さ

れたので、何か解決方策が今見えてきているのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○総務省（池田課長） 私どもは、やり方としては２つあるかと思っておりまして、１つ

は、相当技術的な進展もありますので、この秘匿性の確保、真正性の確保を、そういった

新たな技術を使った上で、eLTAXを活用して電子化する方法と、もう一つは、経済界の方か

らも御要望を受けたことがあるのですが、マイナポータルに直接送ってはどうかというよ

うな御意見もいただいております。それぞれに長所短所がありまして、それはマイナポー

タルであればマイナポータルの普及率の話もまたかかわってまいりますので、そういった

複数の案を今、検討の俎上にのせて議論しているところでございます。 

○村上専門委員 ありがとうございます。 

 私も、マイナポータルは悉皆性というか、全員が利用できる状況になっていないとなか

なか悩ましいかと思うのですけれども、恐らく特別徴収義務者経由で提供するときの問題、

真正性については罰則規定とかいろいろ方法はあるかと思いますが、２番目の秘匿性につ

いては、本当にどこまで秘匿しないといけないのか、以前の紙の場合は皆さん見ていたの

が、いきなりここに来てなぜ秘匿性が高まったのかよくわからないです。これがクリアさ

れれば企業経由で電子的に送ることもできると思うのですが、そのあたりはいかがでしょ

うか。 

○総務省（池田課長） 特別徴収義務者というのは、地方税法にも位置づけられ、地方税

の徴収を課税庁と一体となってやっていただく主体でございますので、そういった意味で

は、特別徴収義務者が納税者の所得を見て問題があるわけではありません。ただ一方で、

個人情報保護の意識の高まりの中で、そういうことを見られたくないという納税者の方々

のお気持ちも十分わかるものですから、実際にマスキング処理を今、紙で行っている団体

も数百団体に及んでいるという状況でございます。 

 こういったことを踏まえますと、電子化したら秘匿性はなくなりましたという形にはや

はりできないと考えてございます。 

○髙橋委員 暗号を付すとかはできないのですか。パスワードをかけたり、要するに通知

を受ける特別義務者本人にしか開けないようにするとかはできないのでしょうか。 

○総務省（池田課長） そういった技術もございますが、そうすると、例えば暗証番号を

どうやって納税義務者の方だけに送るのだとか、また、納税義務者のほうの負担ですね。

こういったこともございますので、髙橋先生から御指摘を受けたこと排除するものではご
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ざいませんが、どういった技術があるのか、私どもにはわからない部分もございますので、

よく勉強させていただきたいなと考えております。 

○原座長 ここはそんなに難しいのですか。 

○村上専門委員 最近、例えば入社したときに、入社した相手に入る会社からメールを１

通送って、そのメールからあるページを開いていろいろな手続をすると、社会保険関係か

ら税から全部手続が終わる。それを会社経由でいろいろなところに出すのも半自働で行え

るというようなクラウドサービスも出てきているので、それを使えば、会社に来たものを

本人のメールアドレスに送って、本人だけが見るということもできるのではないかと思う

のです。今おっしゃったように、最近は技術が随分進んできているので、余り負担なく実

現できる方法が早晩見つかるのではないかと思います。大手ベンダー以外にも、最近の新

しいクラウド系ベンチャーにも話を聞くとヒントが見つかると思います。 

○原座長 ありがとうございます。 

 今の秘匿性の部分はそういった形で解決の道筋があると思いますし、秘匿性も真正性の

部分もそうだと思うのですが、紙の世界であっても、これまでもそんな可能性はあったの

でしょうというところをちょっと必要以上に御心配されているようにも聞こえるのです。

これは以前から議論なされたところだと思いますが、秘匿性の部分についても、まだマス

キング処理されていない自治体もあるわけで、一旦これでやってみて、さらに秘匿性の確

保を高めるための措置は継続的にやっていくということでもいいのではないかと思われた

りもします。 

 また、真正性の確保という部分についても、紙であっても改ざんされるとか、あるいは

そもそも渡さないとか、そういったことは十分あり得たと思うのです。そういったことを

考えても、これはぜひ早急に進めていただけるとよろしいのではないかと思います。 

 この検討会の検討のスケジュール、それから検討の方向性、もし何かありましたら教え

てください。 

○総務省（池田課長） そのスケジュールの前に一言だけですけれども、紙と電子が違い

ますのは、何か漏えい事案が起こったときに、電子の場合は一度に大量ということが起こ

ってまいります。ですので、私ども、これは積極的に検討しているわけでございますけれ

ども、そこの技術面のクリアだとか、そういったものは税の手続の中で個人情報の固まり

でございますので、ある程度のところで見切りで発車というわけにはなかなかまいりませ

ん。納税義務者の方、経済界の御意見、地方団体の御意見もよく聞きながら、あり得べき

方策を考えてまいりたいと思っております。 

 スケジュールの問題ですけれども、この研究会は、実はこのテーマだけの研究会ではご

ざいませんでして、個人住民税絡みの研究、さまざまな課題を年々歳々扱っている研究会

でございます。特にそういった意味では、この３月までですとか、そういった締めがある

わけではございませんけれども、この納税義務者用の件について、私ども、期限の約束は

できないのですけれども、できるだけ早く解決の方策を見出していきたいと考えてござい
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ます。 

○原座長 あと、もう一つ戻りますけれども、事業者向けの電子化の通知のところで、こ

れは正本にしたのですけれども２割しかやっていませんという状態のままですと、やはり

困るわけでございまして、先ほどのそもそも給与支払報告書が出てこないという話がござ

いましたけれども、何か別のやり方も含めて、これをどう高めていくのかということは、

どういった場で御検討されているのでしょうか。 

○総務省（池田課長） 私どもの調査結果では、29年度からが２割、30年度からが５割と

いうことになってございます。そうすると、もう少しこれは実態をつぶさに見てみないと

いけないのですが、小規模な市町村も結構あるものですから、そういったところで特別徴

収税額通知（特徴義務者用）を電子的に送ってほしいという事業者がいるところと、いな

いところもあります。小規模市町村になってくると今度は費用対効果の面も出てまいりま

すので、これが100％に必ずかというと、費用対効果の面からと、どこかその手前の水準も

あるかもしれません。まずはこの30年度５割というのをさらに伸ばしていけるように、私

ども、これをできるだけ対応するように各市町村に訴えてまいりたいと思っております。 

○原座長 お願いします。 

○髙橋委員 お願いなのですが、私は行政手続部会のほうも仕事をしております。事業者

のほうから税に関する負担が重いというアンケート結果もしくはヒアリング結果が出てお

ります。その中でも地方税そのものの話と並んで、企業が負担する従業員関係のさまざま

な手続の負担が重いというのがベストテンの中に入ってきて、それを何とかしてくれとい

うのが大きな課題になっております。 

 そういう意味で、税について基本的な負担を軽減するという点では、電子化を進めてい

くというのが大きな軽減策になるのではないかと私は思っています。閣議決定でも重い課

題として言われておりますので、ぜひ本格的に、いろいろな問題はあると思いますが、前

向きに御検討いただいて、ぜひ成案を得るべく御努力いただきたいというお願いをしてお

きたいと思います。 

 以上です。 

○原座長 ありがとうございます。 

 検討会での検討の様子もまた教えていただきながら、引き続きこの場でも議論させてい

ただければと思います。 

 お忙しい中を大変ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

（総務省（池田市町村税課長） 退室） 

（文科省、文化庁 入室） 

○原座長 では、議題３「IT時代の遠隔教育」に移ります。 

 今日は、学校での情報セキュリティポリシー、遠隔教育に関する著作権制度について、

議論をいたします。 

 まず、議論の経緯について、事務局から説明をお願いします。 
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○西川参事官 遠隔教育につきまして、資料３－１に基づいて説明させていただきます。 

 以前の第５回の投資等ワーキングでは、この資料３－１の１ページにある２つの問題以

外についても、義務教育において遠隔教育を導入することについてなどの議論がされたわ

けですが、本日は、学校における情報セキュリティポリシー、遠隔教育に関する著作権制

度、この２つについて御説明させていただきます。 

 まず、「１．学校における情報セキュリティポリシーについて」です。セキュリティポ

リシーの問題については、下の「＜第５回投資等WG会合における主な指摘＞」に記載しま

したが、ワーキング会合では、「校務と学習の情報を分離する、という議論がなされる前

にネットワークの構築を進めようとしてしまった結果、導入コストが脹れ上がってしま」

ったのではないかとか、あるいは「実証実験を通じて、初期費用10万円程度で遠隔授業が

開始できると証明されているが、ネットワークポリシーが整備されていないがために、導

入が進んでいない」のではないかといった指摘がされました。 

 このような指摘を踏まえて、上の「＜第５回投資等WG会合を踏まえた問題意識＞」とい

うところですが、文部科学省に対して、例えば学習システム上で遠隔授業を実施するに当

たって、学習情報システムに必要とされるような高度なセキュリティが必要とされてしま

うせいで、遠隔教育を開始するためのコストが増大しているのではないかといった観点か

ら、遠隔授業を今すぐ始められるネットワークポリシーを早期に整備するなど、すぐにイ

ンターネット上で実施できるようにすべきではないかといった問題意識を投げかけたとこ

ろです。 

 次に、「２．遠隔教育に関する著作権制度について」です。著作権制度についても、下

の「第５回投資等WG会合における主な指摘」のところに記載しましたが、ワーキング会合

では、高等学校で現在行われている遠隔授業において、著作権法のガイドラインが存在し

ないために、音楽の授業で教科書に掲載された曲を演奏することが難しくなっているので

はないかとか、あるいは、これも高等学校の遠隔授業において、当日の授業で生徒に配布

する参考文献の電子ファイルをサーバーにあらかじめ貯めておくことが難しいのではない

かという指摘がされました。 

 このうち２番目の指摘については、１枚めくっていただいて、参考１にあるホットライ

ン要望でも、これ自体は遠隔教育に限ったものではないですが、同様の指摘がされていま

す。 

 こういった指摘を踏まえて、１枚目に戻って、上の「＜第５回投資等WG会合を踏まえた

問題意識＞」のとおり、学校その他の教育機関において著作物を授業に利用することにつ

いては、一定の条件下では認められているが、いまだ不十分な点があるのではないか、著

作権法の解釈に係るガイドラインが示されていないことが支障になっているのではないか

といった観点から、より柔軟に教育に関する著作権法の在り方を検討し、また同法に係る

ガイドラインの整備、ないし文化庁の法的解釈を広く周知すべきではないかといった問題

意識を投げかけたところです。 
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 以上でございます。 

○原座長 では、文部科学省生涯学習政策局の磯情報教育課長、それから、文化庁長官官

房の水田著作権課長から御説明をお願いいたします。 

○文部科学省（磯課長） それでは、まずは学校における情報セキュリティポリシーにつ

きまして、情報教育課から御説明させていただきます。資料をおめくりください。 

 まず、学校のネットワークの構成ですけれども、大きく分けて、こちらにもありますよ

うに、校務系と学習系に分かれて、校務系というのはバックヤードのシステムでございま

す。学習系は、今、タブレットによる学習ですとか、Wi-Fiを結んだ学習ですとか、学習系

のサーバーも含んでという形になりますけれども、こういったことが学習系のネットワー

クで、遠隔教育を行う際も、そちらのシステムは学習系のネットワークに属するという形

になります。 

 校務系と学習系のネットワークは、論理的または物理的に分離することが基本だという

のを原則にしておりまして、それは２ページ目にございますけれども、「教育の情報化に

関する手引き」というものを学習指導要領改訂ごとに更新して出しております。直近のも

のが平成22年10月になりますけれども、こちらにも情報セキュリティを守る上で校務用ネ

ットワークと授業用ネットワークを論理的または物理的に分離し、児童生徒側から校務用

データが見えないようにすることが基本である。実は児童生徒が校長先生のデータにアク

セスして、それを漏えいしたという事案もあったりするものですから、それは本当に子供

を犯罪にさらすことになりますので、まずあってはならないということで、分離をするこ

とが原則です。 

 ただ、ここの分離をしっかりしていない場合において、あるいはネットワークポリシー

を特に分けていない場合において、どうしても高いほうに引きずられますので、例えば

LGWANでないとやってはいけませんという規定が残っているようなケースもございます。

ただ、実際には遠隔教育をやられている自治体におかれましては、そこは通常措置されて

いるものがあるのではないかと考えております。後ほど申し上げるガイドライン策定の関

係もありまして、私どもで昨年12月に調査いたしましたところ、94％が何らかの形で分離

をしているという回答をいただいている状況でございます。 

 佐賀県の事案、問題意識のほうでも御紹介いただいておりますが、３ページにございま

す。実はこちらのほうは、２．２（２）にありますように、校務系サーバーと学習系サー

バーを分けてはいたのですけれども、バックドアがありまして、管理用セグメントを介し

て接続されていて、そこはパスワード管理が非常にアバウトであったということがあって、

ファイアウォールの設定についてもしっかりされていなかった。佐賀県の事案は、学習系

のWi-Fi、タブレットから校務系まで入られて、それで指導系の文書も出てしまった。漏え

いまでは至っていなくて窃取でとどまっているのですけれども、そういった事案でありま

して、こういったことがございました。 

 それを踏まえまして、４ページでございます。先ほどの事案が発覚したのが昨年６月で
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ございますが、７月には、まず学校で点検をしてくださいという通知を緊急で出しました。

こちらの通知は、基本的にまず学校で点検をしてくださいということにとどまっているの

ですけれども、ちょうどそのタイミングで５ページにあります「2020年代に向けた教育の

情報化に関する懇談会」、これは校務系だけではなくて学習系も含めて全体としての学校

の情報化レベルを上げていくという形の懇談会なのですけれども、その中で緊急に御議論

いただいて、緊急提言を出していただいております。１にありますように、校務系と学習

系システム分離について、改めてここで周知するとともに、学習システムには個人情報を

置かないですとか、重要な個人情報を扱う校務系システムは教育委員会が管理する、ある

いは二要素認証を導入する。基本的にセキュリティのイロハの部分なのですけれども、ま

ずこれを改めて通知をして、対応していただいているという状況にございます。 

 ６ページにございますように、さらに踏み込みまして、特に学習系について高いポリシ

ーを掲げられて、特にインターネットも接続できないということになると学習系で使えな

くなりますので、そういったことも含めて、教育版の情報セキュリティポリシーのガイド

ラインを策定するということで、下にあります対策チームというものをつくります。これ

は昨年９月に発足したのですけれども、今、このガイドライン策定に向けて調査研究を含

めて御議論いただいている状況でございます。 

 今年度末に、ちょっと超えるかもしれないですけれども、案を公表できればというスケ

ジューリング感で進めておるといったことで、こういったことを含めまして、基本はしっ

かりとこの辺を御認識いただければ、あるいは自治体のほうでしっかりと御対応いただけ

れば、こういった問題は解消されてくるのではないかと認識をしている次第でございます。 

 御説明は以上でございます。 

○原座長 ありがとうございました。 

 では、説明を続けてお願いします。 

○文化庁（水田課長） 文化庁の著作権課長をしています水田でございます。よろしくお

願いします。 

 それでは、資料３－３に基づきまして御説明させていただきます。「遠隔授業に関する

著作権制度について」でございます。 

 まず、１ページを御覧ください。教育機関における著作物利用に関する制度の概要とい

うことで、現在の法制度について簡単に御説明をさせていただきます。 

 上のピンクのところにございますように、通常、他人の著作物を利用するためには事前

に権利者の許諾を得ることが原則となっているわけでございますけれども、御承知のとお

り、著作権法の中には一定の権利制限規定が整備されておりまして、一定の条件のもとで

は許諾なく著作物を利用することができます。実際の例としましては、複製、いわゆるコ

ピーにつきましては、教育機関において、授業で使用するために他人の著作物を複製する

ことは、権利者の利益を不当に害しない限度において、権利者の許諾を得なくても可能だ

ということになっております。要しない例としましては、自分で教材をつくる際に新聞記
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事や写真などを挿入する、また参考として書籍の一部分をコピーして配布するなどがあり、

そういったことは通常行われていると思いますけれども、可能となっています。 

 一方、利益を不当に害する例としましては、本来学生一人一人が購入すべき書籍や教材、

例えばドリルのようなものを一部のみ購入して、コピーして配るという行為は権利を不当

に害することと考えられております。 

 ２つ目の演奏等でございますが、営利を目的としない上演、演奏、上映、口述について

は、許諾を得なくても可能でございます。このため、普通に音楽の授業などで歌ったり、

演奏したりということは許諾は不要でございます。 

 ３つ目の公衆送信でございますが、これはインターネット送信その他が入っております

けれども、現在の制度上は、遠隔地の２つの教室で同時に授業を行うといった場合に権利

者の利益を不当に害しない限度において、権利者の許諾を得ずに公衆送信を行うことがで

きるという規定がございます。このため、同時の遠隔授業、ライブで行っている部分につ

きまして、一方の教室の講義の映像ですとか、あるいは楽器の演奏、歌唱、これを別の教

室に送信することは可能となっております。 

 一方、これに該当しない公衆送信につきましては、原則どおり権利者の許諾が要ること

となっておりまして、例にございますように、ｅラーニング用に他人の著作物を収録した

講義映像を学校のサーバーにアップロードしておいて児童生徒に受講させるとか、対面授

業のための参考資料を事前に学内サーバーにアップロードしておき、児童生徒にダウンロ

ードさせるといったことにつきましては、許諾を得て使っていただくという原則に戻るわ

けでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、次の２ページでございます。昨年2016年の知的財産推進

計画や再興戦略でも、これらの課題につきまして、御指摘いただいているところでござい

ます。 

 その次の３ページを御覧いただければと思います。現在の著作権法上の課題を整理させ

ていただいております。これにつきましては、文化庁でも課題ということを認識しており

まして、調査研究を実施したり、文化審議会で関係団体のヒアリングなどを行いながら、

これまで検討を行っているところでございます。 

 現状のところをごらんいただきますと、今回遠隔教育に係る課題としましては、大きく

２つのポイントがあろうかと思っております。１つ目としては、著作権処理を円滑に行え

ないということ。２つ目としては、権利処理の要否が判断できないということ。そうしま

すとどういったことが問題かといいますと、その下の課題①にありますように、利用を萎

縮してしまって、本来使いたいものを使わずに、逆に教育効果、教育の質が低下してしま

うおそれがあること。②にありますように、多大な手続費用がかかって学校運営にも影響

が及ぶということ。③の許諾を得ずに利用するということは、コンプライアンス上のリス

クもございますので、そういう課題があろうと認識しております。 

 ただいま御説明した課題については下のオレンジ色の四角で示されているこの４点の観
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点から検討しているところでございますけれども、一番左の権利制限規定の見直しにつき

ましては、法制度上の問題ということで、自由に利用できる部分をどうするかという課題

でございます。 

 その右側の３つ、ライセンス環境の整備、法解釈に関するガイドラインの整備、教育機

関における研修・普及啓発、これらにつきましては、法の運用上の課題として整理しまし

て、現在当事者同士の協議をやっていただいているところでございます。 

 さらに次のページをごらんください。これは現在の検討状況でございます。まず「１．

文化審議会における検討状況」ということで、先ほどの一番左側の制度上の問題について

です。これにつきましては、委員から、四角の中にございますけれども、権利制限の対応

の必要性・正当性に賛同する意見が多く述べられているという状況です。現在、より詳細

な制度設計のあり方について、権利者の適切な利益の保護とのバランスを図る観点から、

補償金請求権の付与の要否等の論点について整理しているところでございます。 

 先に論点だけもう一つ申し上げますと、「２．当事者間協議における検討状況」という

ことで、これにつきましては、文化審議会と並行いたしまして、教育関係団体と権利者団

体で構成します当事者間協議というのを昨年２月から始めております。そこの協議の場で、

ライセンス環境の整備ですとか法解釈に関するガイドラインの整備、著作権に関する学校

での研修・普及活動のあり方について検討しているという状況です。実は本日、先ほどま

で文化審議会が行われておりまして、中間まとめがまとまったところでございます。今、

資料はございませんけれども、御報告させていただきます。 

 まず、権利制限規定の見直しという関係でございますが、先ほど申し上げましたように、

これまでは同時授業の場合の送信に関してだけが送信関係では無許諾でできるということ

だったわけですけれども、今回の見直しによりまして、異時の送信に関しても許諾がなく

てできることにしようという方向でございます。異時の場合はこれまで事前の許諾が必要

で、かつライセンス料を払う必要があったのですが、無許諾とするということで一致いた

しております。これは学校の授業で使う限りにおいてということなのですが、主体は今ま

でと同じで、先生が自分の授業で使うという前提でございますが、異時の場合でも可能と

なります。 

 ただし、これまでよりも著作物を含む資料等がサーバーにたまってしまう場合、権利者

に及ぶ不利益も増すことから、今回新たに権利制限を認める部分につきましては報酬請求

権を付与しようということでございますので、事前に一々許諾をとるのではなくて、使う

ことは自由だけれども、そのかわり一定の対価はお支払いいただくということでございま

す。 

 イメージとしましては、窓口の一元化をしまして、権利者も現在団体の設立に向けて取

り組んでおりますけれども、そういったところを通じて補償金をお支払いいただく。その

補償金がまた権利者に戻っていく。そういうシステムをつくるべきではないかという中間

まとめになっております。 
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 先ほどの残りの３点につきましても、これはこの１年間で非常に大きな進展がございま

して、今までの一番の課題は教育機関側としても、著作物を使用する際の手続きにおいて、

どこにどういうコンタクトをしていいかわからない。そういう状況が主だったかと思うの

ですけれども、当事者同士の話し合いという場ができまして、そこで非常に話が進んでい

るところでございまして、御指摘の中でもガイドラインとございますけれども、これは当

事者同士で法律でどこまで規定するかというのは余り詳細までは規定できない部分もござ

いますし、著作権法に関しましては私法でございますので、行政法規と違いまして文化庁

としても逐一有権解釈をする権限がないということもございます。そういったこともござ

いまして、当事者間同士でこういったところまでは権利義務を主張するけれども、こちら

は結論ですとか、そういったことを盛り込んだガイドラインもつくっていこうという動き

になっております。 

 さらに権利者のほうからは、学校でももっと著作権の教育を充実してほしいという意見

がございます。先生たちの意識改革といいますか、知識をしっかりと身につけていただく

という意味でございますが、それについても各学校種の団体から、著作権に関する研修や

普及啓発を強化しますということを表明していただいている状況でございます。 

 したがいまして、今いろいろと御指摘を受けているところでございますが、精力的に審

議会で検討しておりまして、中間まとめができたという状況でございます。 

 以上でございます。 

○原座長 どうもありがとうございました。 

 では、順番に行きたいと思いますが、まずは情報セキュリティポリシーについて御質問

等はございますか。 

○村上専門委員 御説明どうもありがとうございます。 

 この２種類、かなりセキュリティを求める要件が違うと思います。学習系は校務系より

は緩くてもいかと思うのですが、そのあたりのセキュリティポリシーのバランスは、どの

ように検討されているのでしょうか。 

○文部科学省（磯課長） 当然のことながら、校務系の場合には指導要領、いわゆる学籍

です。児童生徒の戸籍に近いものだと思うのですが、自治体で言う基幹系システムに近い

ようなものも入っています。なので、自治体のほうはかなり今そのセキュリティポリシー

が高まってきていますので、ちょっとそれに引っ張られているところがあります。 

 ただ、学習系につきましては、そもそもインターネットとつながないと学習になりませ

んので、あるいはそもそも児童生徒が使うものです。以前からも、分けていなくてアクセ

スしているという状況がありまして、基本的には私どもの考えとしては、学習系はできる

だけ低い、要するに学習系になじむセキュリティということです。ですので、商用回線も

オーケーという形の方向になっていくのかなと。現状もそういった形で運用されている自

治体さんは多いと思います。 

 校務系については、校務系でもいろいろありますけれども、一番きついところで言うと
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マイナンバー系とはちょっと違うと思いますが、いわゆるLGWAN系と言われるところです。

そういったところを少し参照しながら考えていくことになるだろうと、そういったところ

でございます。 

○村上専門委員 ありがとうございました。 

○原座長 では、このセキュリティポリシーのところについては、御説明にありましたよ

うに、ガイドラインの策定、そのもとでの運用を引き続きしっかりやっていただくと。特

に遠隔教育のさらなる拡大に対応できるように、ぜひしっかりやっていただければと思い

ます。 

 それでは、その次の著作権のほうに移りたいと思います。先ほど異時送信の話もござい

ましたけれども、せっかく昨年から解禁されてできるようになりました高等学校での遠隔

教育を行っていく上で、リアルの教室と同じように教材の利用、あるいは演奏といったこ

とができるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

 まず、リアルの教室、すなわち従来の対面でなされている教室での授業でありますが、

これは確認ですけれども、リアルでの教室の場合には、授業の教材として資料、その中に

著作物を含むものを配布する、授業の中で音楽を演奏する、自宅学習用に宿題を出すとい

った形で著作物を含むプリント、資料などを配布するということはできるのかと思います。

それから、資料、著作物を含むものを当然ながらどこかに保管しておく、紙で保管すると

いうことも問題ないのかと思います。 

 次に、それが遠隔授業の場合にできるのかどうかということで、遠隔授業の中でも、先

ほどお話がありましたような、２つ会場があって、主会場と副会場があるという方式の場

合。それから、生徒が受信側にしかいない、先生のいるところには生徒はいない場合。高

校で解禁された遠隔教育の場合には、これも認められておりますので、実際の遠隔授業は

このような２つの場合が考えられると思います。これらの場合において、２つに分けてお

話をしたほうがいいかと思います。 

これらの場合において、２つに分けてお話をしたほうがいいかと思います。 

まず、主会場と副会場とがある合同授業の場合には、授業での教材、資料について送信

をすること、それから演奏をすること、はできるのでしょうか。 

○文化庁（水田課長） 合同授業の場合ですと35条２項による複製や38条１項による営利

を目的としていない演奏として認められる可能性はあると思います。 

○原座長 今、高校で認められた遠隔教育は同時送信で同時にやる授業ですが、生徒は受

信側だけにいますと。その場合に資料を送信する、あるいは演奏する、これはだめなので

しょうか。いずれにしても合理的に考えて、高校での遠隔教育がせっかく認められました。

その中で、教材は使えませんというのでは遠隔教育を認めた価値が半減してしまうのでは

ありませんでしょうか。演奏はできません、音楽ができないではないですか。 

○文化庁（水田課長） 当該行為が演奏に該当する場合、営利を目的としない演奏として

認められる可能性があります。 
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○安念委員 それは権利制限基準とは別のほうですね。非営利の演奏のことをおっしゃっ

ているわけですね。 

○文化庁（水田課長） さようでございます。 

○原座長 そうすると、35条の２項のただし書きで、38条１項の場合に上演すること、演

奏することに関して公衆送信を行うことができるという規定は何の意味があったのですか。

今のことがこの規定とは関係なくできるのだったら、最初からこれは要らないのではない

ですか。 

○文化庁（水田課長） 当該行為が公衆送信に該当する場合は、35条２項として認められ

る可能性がありますので、そのような趣旨かと思います。 

○原座長 生徒が先生のところにはいない場合、公衆送信はできないのですか。もしでき

ない場合、そこはできるようにしてほしいのです。高校の遠隔教育を認めたわけですから。

何で合同授業の主会場に生徒がいるときしかできないのか、教材に関しては生徒が先生と

一緒にいるときしかできないことになっているのか、その合理性がわからないのです。 

○文化庁（秋山課長補佐） 御質問の事項については法解釈の幅があるものもございます

ので、そのあたりにつきましては、私どものほうでもしっかり整理したほうがいいと思い

ますので、改めてまた考えさせていただきます。 

○原座長 ぜひ整理してください。これは文化庁さんで出されているパンフレット、御存

じだと思いますけれども、「学校における教育活動と著作権」の表紙も含めて４ページ目

のところを見ると、「主会場がなくスタジオから直接、遠隔地に送信し授業を行う場合」

はバツということになっていて、要するにこれが意味しているのは、生徒がいない状態で

スタジオないし先生のいる学校の教室で、先生だけがいる状態で送信する場合はだめだと

言われているのではないかと思うので、それはもう一回よく整理していただけますか。 

○文化庁（水田課長） 承知しました。 

○原座長 お願いします。 

 よろしゅうございましょうか。 

○安念委員 だから、35条２項の少なくとも伝統的というか業界的な解釈は、スタジオか

ら、つまりリアル教室には誰も生徒がいなくて、先生が何かしゃべっている。その教材も

ネットで生徒だけがいる会場に飛ばすのはだめだ。というものだったと私は思います。つ

まり、このパンフレットの言うバツというふうに解釈されていたのだと私は認識していま

す。 

○原座長 私は主会場と副会場がある合同授業での授業の教材としての資料配布や授業の

中で演奏はできると整理しましたけれども、一方でだめだという解釈をされている方々も

結構いらっしゃる状態ですので、ここはまずしっかり周知をしていただきたい。それから、

遠隔授業で生徒が受信側にしかいない場合に授業の教材として資料を配布したり、授業の

中で演奏することができるのかというところはしっかり整理していただきたい。必ずしも

法改正ではなくて、現行の法律の規定のもとでこれはでき得るのではないか、解釈で対応
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し得るのではないかと私は思いますが、必要があれば法改正も含めて対応いただければい

いのではないかと。それから、自宅学習について、今、紙で宿題を出すのはもちろんオー

ケーなわけですが、自宅から見られるようにする。宿題をサーバーに置いておくので自宅

から見てください、これはだめなのでしょうか。 

○文化庁（水田課長） 学校等の授業の過程における著作物の利用につきましては、複製

については35条１項、公衆送信については35条２項の内容とその解釈の問題となるかと思

います。 

○原座長 また、先ほどの文化庁さんのパンフレットによると、調べ学習のために新聞記

事などをコピーして配布するのはオーケーということでありますし、宿題でプリントを配

布するというのも当たり前に学校で行われていると思うのです。同じことを電子的にやる

ことも認めてください。それは別に生徒が自宅で見るだけのことであって、何ら紙で配っ

ている場合以上に著作権を侵害するわけでも何でもないですから。それは御検討いただけ

るでしょうか。 

○文化庁（水田課長） まさにその点を含めて今回、審議会で検討している事項でござい

ます。 

○原座長 わかりました。資料を紙で保管するのは当然大丈夫で、サーバーに保存すると

ころについて、これも心配だと言われる方がたくさんいらっしゃいます。何で心配なのか

ということを聞いていくと、これは著作権法第35条ガイドライン協議会というところが出

されているガイドラインがあって、そこでは校内LANサーバーに蓄積することはバツだと

書かれているということなのですが、これはどうなのでしょうか。 

○文化庁（秋山課長補佐） これも35条の解釈の問題となるものと考えます。 

○原座長 わかりました。 

 では、これは検討するところを検討していただき、周知が不十分なところは引き続きや

っていただく。それから、協議会で出されているガイドラインについても必要があればこ

れも修正を御要請するという立場なのかどうなのかわかりませんが、それも含めてぜひし

っかりと世の中に周知されるような形でお願いできればと思います。 

 あと、いかがでございましょうか。 

○髙橋委員 検討のスケジュールはどうなっているのですか。最終的に。 

○文化庁（水田課長） この後、パブリックコメントを１カ月ほどかけまして、その後、

それを踏まえて取りまとめを急ぎたいと思っております。 

○原座長 先ほどおっしゃった異時送信の問題は理解しましたけれども、それ以外にも、

今、御指摘申し上げたような点が幾つもあると思いますので、それも含めてぜひ検討をお

願いできればと思います。 

○文化庁（水田課長） 承知しました。 

○原座長 よろしゅうございましょうか。 

 では、どうもお忙しい中を大変ありがとうございました。 
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（文部科学省、文化庁 退室） 

○原座長 では、事務局からお願いします。 

○西川参事官 次回の投資等ワーキング・グループの日程につきましては、事務局からま

た御連絡申し上げます。 

○原座長 では、どうもありがとうございました。 

 


